
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

冬になると空気が乾燥し、ウイルスも活発に活動しやすい時期です。 

新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザウイルスにも気を付ける必要があります。 

ウイルスに対する正しい知識を身に付け、基本的感染対策を心がけましょう。 
 

感染防止の三つの基本 
①身体的距離の確保  
② マ ス ク の 着 用  

③ 手 洗 い の 徹 底  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  発注者の方に次回も気持ちよくご利用していただくためにも、より良い接遇を身に着けていきましょう。 
 

１．身だしなみに気を付けましょう 

第一印象は視覚からの情報で決まると言われています。 

服装がきちんとしているか、洗顔・歯磨きをちゃんとしたか確認しましょう。 

また、人と会話するときには必ずマスクを着用しましょう。 
 

２．訪問時には連絡を入れましょう 

連絡無しに突然訪問されると発注者の方も驚いてしまいます。 

必ず連絡をしてから伺いましょう。 
 

３．時間はきちんと守りましょう 

発注者の信頼を得るためにも時間厳守で行動しましょう。 

万が一遅れる場合も必ず連絡をしましょう。 
 

４．道具は丁寧に取り扱いましょう 

商品だけでなく自分たちの道具も丁寧に扱いましょう。 

投げたり、雑に扱ったりすると周りからも良い印象を得られません。 
 

５．ゴミが無いように片付けましょう 

就業現場はゴミが無いようにこまめに掃除しましょう。 

安全面からも整理整頓は心がけましょう。 
 

 

公益社団法人羽村市シルバー人材センター 

〒205-0014 羽村市羽東２－３－１ 

電話 042-554-5131㈹ 

FAX 042-555-8714 

ＨＰ https://webc.sjc.ne.jp/hamura 

E-mail hamura@sjc.ne.jp 

 令和２年１１月号（第３2号） 

事務局だより 
１０月末現在 

会員数 

男性 42３名 

女性 2３７名 

合計 6６０名 令和２年１１月２５日発行 

インフルエンザ対策にも新しい生活様式が有効です 

 

皆様に愛されるシルバーになるために 

          より良い接客とサービスを提供しましょう 

加湿器や空気清浄機によって部屋の湿度を

上げることも有効と言われています。 

また、加湿や暖房と並行して室内の換気も

定期的に行いましょう。 

入館時の手指の消毒とマスク着用をお願いします 
 

新型コロナウイルスなどの感染症予防また拡大を防止するため、センターへ入館の際

には「手指の消毒」ならびに「マスクの着用」をお願いします。感染症の拡大防止策として

ご理解いただき、ご協力をお願いします。 

※あらかじめ来館前にご自宅で検温チェックをしていただきますようお願いします。 

※発熱症状がある場合は、来館を自粛して下さい。 

mailto:hamura@sjc.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業所・公共施設  

就 業 場 所 就 業 日 就 業 時 間 
募集

人員 
作 業 内 容 等 

１ 羽東 指定場所 月１０日程度 8：30～16：30 1 
除草作業 
（男性希望 ブロアー使える方） 

２ 
羽村市駅前ビル 

（五ノ神４－１３） 
火・水 8：00～10：00 1 ビル共有部分清掃作業 

３ 
三矢会館 

（神明台４－４） 
毎月第４木曜日 9：00～12：00 1 

会館内清掃作業 

（女性希望） 

４ 
保育園 

（羽東３―２１） 
週１日程度 8：00～10：00 1 

園内清掃作業 

（女性希望） 

５ 
保育園 

（栄町２－１） 
火・金 8：00～10：00 1 

園庭清掃及びゴミ出し作業 

（女性希望） 

６ 
事業所 

（栄町２－１０） 
週２・３日程度 13：00～1５：00 ２ 

屋内清掃作業 
（女性希望） ※１月より開始 

７ 川崎４丁目 
毎月 12～15日頃

27～30日頃 
 １ 

広報配布 １６５部 

※１月より開始 

《 求人情報 》就業希望者を募集中！就業希望の方は事務局まで連絡ください。 

会員状況調査への協力をお願いします 

１１月上旬にみなさまへお送りした『会員状況

調査票』ですが、締切が１１月２０日（金）まで

となっています。 

まだ提出していない方は、すみやかに提出をお

願いします。変更がない場合もその旨を記入して

センターへ提出してください。 

現在までに残念ながら６件の傷害事故と１件の自動車による事故が発生してしまいました。特に６件中３件

が自転車での事故で、打撲や、骨折・ひびなど大きなケガにつながっています。自転車を使用するときは、

交通ルールを遵守し、安全運転に努めましょう。 
 

【事故の例】 

・自転車で走行中、スチール製の側溝蓋が雨で濡れていたため、スリップしてバランスを崩して転倒した。 

（男性 肋骨ひび） 

・自転車で就業場所へ向かう途中、信号及び横断歩道のない交差点を横断しようとした時に、右折してき

た車両が自転車の後輪部に接触し、転倒した。（女性 左ひじ骨折） 

 

 

 

令和 2年度 発生事故状況について（１１月現在） 

10日（木） 自転車安全講習会

１５日（火） 入会説明会

16日（水） 理事会

新入会員研修会

就業相談

28日（月） センター仕事納め

 4日 （月） センター仕事始め

１５日（金） 入会説明会

27日（水） 理事会

新入会員研修会

就業相談

17日（木）

12月

1月

２8日（木）

主な行事予定


